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企業等との連携による地域課題解決事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥羽市の離島地域の振興のため、市外の企業等が離島地域

において行う課題解決事業に要する費用に対し予算の範囲内において補助金を

交付することに関し、鳥羽市補助金等交付規則（昭和 49年規則第７号。以下

「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(１) 企業等 営利、非営利を問わず、法人格を有する団体をいう。 

(２) 学生団体 主に国内の大学、短期大学、高等専門学校及び専門学校の学

生で組織する団体、ボランティア団体、研究室等をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助の対象となる者は、市外に本店のある企業等とする。 

２ 補助対象者に該当する者で、複数人又は共同で事業を行う場合は、その団体

の代表の者を補助対象者とする。 

（補助対象事業） 

第４条 補助対象事業は、補助対象者が鳥羽市内の離島地域を来訪し、市の地域

課題の解決に向けた解決方策の提言又は具体的な事業実施を伴う事業で、市長

が必要であると認めるものとする。 

（補助対象経費等） 

第５条 補助対象経費は、別表のとおりとする。 

２ 補助金の交付の対象となる期間は、第７条の規定により補助金の交付の決定

を受けた日（以下「交付決定日」という。）から当該交付決定日の属する年度

の３月３１日までの間とする。 

３ 国、都道府県等からの補助金等が交付される場合は、対象経費から交付額を

控除するものとする。 
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（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、１事業あたり30万円を上限とする。ただし、事業実施に

あたり学生団体と連携した事業を行う場合は40万円を上限とする（補助金の額

に1,000円未満の端数がある時は切り捨てるものとする。）。 

（交付の申請） 

第７条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、規

則第３条第１項に規定する補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添え

て市長に提出するものとする。なお、前条のただし書に記載のある学生団体と

連携した事業を行う場合は連携学生団体概要調書（様式第４号）を追加して提

出するものとする。 

(１) 事業計画書（様式第１号） 

(２) 収支予算書（様式第２号） 

(３) 事業主体概要調書（様式第３号） 

(４) その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審

査し、交付の可否を決定したときは、規則第５条に規定する補助金等交付決定

通知書により、申請者に通知するものとする。 

（変更等の申請） 

第９条 前条の規定による補助金の交付決定通知を受けた者（以下「交付決定

者」という。）は、当該通知に係る補助事業の内容、計画等を変更（市長が認

める軽微な変更を除く。）し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止する場合

においては、速やかに規則第７条に規定する事業変更承認申請書を市長に提出

しなければならない。 

（変更等の承認） 

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審

査し、補助事業の内容、計画等の変更又は補助事業の中止、若しくは廃止につ

いて承認の可否を決定したときは、規則第７条第４項に規定する事業変更承認
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通知書により交付決定者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第11条 交付決定者は、補助事業の完了した日（補助事業の廃止の承認を受けた

日を含む。）から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年

度の３月31日のいずれか早い日までに、規則第10条に規定する補助事業等実績

報告書に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 事業報告書（様式第５号） 

(２) 収支精算書（様式第６号） 

(３) 補助事業に係る領収書の写し 

(４) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第12条 市長は、前条の規定による報告があったときは、速やかにその内容を審

査し、補助金の額を確定したときは、規則第12条に規定する補助金等交付確定

通知書により、交付決定者に通知するものとする。 

（交付の請求） 

第13条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた交付決定者は、補助金の交

付を受けようとするときは、規則第13条に規定する補助金等交付請求書を市長

に提出しなければならない。 

２ 補助事業の円滑な遂行を図るために市長が特に必要と認めるときは、交付決

定額の全部又は一部を概算払により交付することができる。 

（補助金の交付の取消し等） 

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、

交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若し

くは一部の返還を命じることができる。 

(１) 虚偽の申請をしたとき。 

(２) その他この要綱に違反したとき。 

（補助金の経理等） 

第15条 この告示により補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支
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出について、他の経理と明確に区分した帳簿を備え、当該収入及び支出につい

ての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了した日（補助事業の廃

止の承認を受けた日を含む。）から起算して５年を経過した日の属する年度の

末日まで保存しなければならない。 

（その他） 

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和７年７月１日から施行する。 

別表（第５条関係） 

補助対象経費 補助率 備   考 

報償費 

旅費 

需用費（うち食糧費は除く。） 

役務費 

委託料 

使用料及び賃借料 

原材料費 

その他市長が必要と認める経費 

10分の10 

補助金の額と補助対

象経費の実支出額と

を比較して、いずれ

か少ない額とする。

ただし、算出された

補助金の額に1,000円

未満の端数がある場

合は、これを切り捨

てるものとする。 
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様式第１号（第７条関係） 

 

事業計画書 

事業主体名  電話  

代表者職氏名  ＦＡＸ  

事業名  

 

１ 事業の目的 

解 決 し よ う と

し て い る 地 域

課題 

私達は、 

 

という地域課題の解決を図ります。 

地 域 課 題 を 解

決 す る こ と で

期 待 さ れ る 効

果 

この地域課題を解決することで、 

 

という効果を目指します。 

 

２ 事業の概要 

概 要 上記の目的達成のために、以下の事業を実施します。 

 

予定期間 年   月   日  ～   年   月   日 
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様式第２号（第７条関係） 

収 支 予 算 書 

 

収入                          （単位：円） 

項   目 予 算 額 説     明 

市補助金   

国、都道府県等補

助金等 

  

   

   

計   

※ 国、都道府県等から補助金等が交付される場合は、当該交付決定通知書等の写しを添

付すること。 

支出                          （単位：円） 

項   目 予 算 額 説     明 

   

   

   

   

計   

※ 委託料に係るものにあっては、見積書等を添付すること。 

※ 食糧費に係るものにあっては該当しません。 
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様式第３号（第７条関係） 

事業主体概要調書 

事業主体名 （ふりがな） 

 

所在地 〒 

 

代表者職氏名 （ふりがな） 

 

連絡先 

 

担当者氏名 （ふりがな） 

 

住所 〒 

 

電話  

ＦＡＸ  

e-mail  

事業担当者構成員 

№ 所 属 氏   名 
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様式第４号（第７条関係） 

連携学生団体概要調書 

団体名 （ふりがな） 

 

所在地 〒 

 

代表者職氏名 （ふりがな） 

 

連絡先 

 

担当者氏名 （ふりがな） 

 

住所 〒 

 

電話  

ＦＡＸ  

e-mail  

構成員 

№ 所 属 氏   名 
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様式第５号（第11条関係） 

事 業 報 告 書 

事業主体名  電話  

代表者職氏名  ＦＡＸ  

事業名  

 

１ 事業の実施概要 

実施内容 鳥羽市の課題解決のために、以下の事業を実施しました。 

 

事業費 総事業費 円 

うち補助対象経費 円 

補助金額 円 

事業期間 年   月   日  ～   年   月   日 

 

２ 事業実施の成果 

鳥羽市の課題 事業により、 

 

という状況が判明し、鳥羽市の課題が明確になりました。 

課題解決の提

言 

課題解決のためには、以下のような取組が必要とされます。 

 

３ 添付書類（内容が分かるもの） 
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様式第６号（第11条関係） 

収 支 精 算 書 

収入                           （単位：円） 

項   目 予算額 決算額 増 減 説     明 

市補助金     

国、都道府

県等補助金

等 

    

     

     

計     

※ 国、都道府県等から補助金等が交付される場合は、当該補助金等の額の確定通知書等

の写しを添付すること。 

支出                           （単位：円） 

項   目 予算額 決算額 増 減 説     明 

     

     

     

     

計     

※ 領収書又は支払を証する書類の写しを添付すること。 

 


